
①基本手数料

1　確認・検査基本手数料
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※型式認定の建築物については上記表の区分（その他）金額の80％を基本手数料とする

別途協議50,000 ㎡超 別途協議 別途協議 別途協議

413,000

40,000 ㎡超 50,000 ㎡以下 882,000 344,000 429,000 444,000

30,000 40,000 ㎡以下 759,000 317,000 400,000

344,000

20,000 30,000 ㎡以下 710,000 303,000 385,000 400,000

15,000 20,000 ㎡以下 660,000 278,000 330,000

304,000

10,000 15,000 ㎡以下 627,000 264,000 317,000 330,000

9,000 10,000 ㎡以下 561,000 251,000 291,000

267,000

8,000 9,000 ㎡以下 495,000 238,000 278,000 291,000

7,000 8,000 ㎡以下 432,000 216,000 253,000

241,000

6,000 7,000 ㎡以下 401,000 203,000 241,000 253,000

5,000 6,000 ㎡以下 370,000 191,000 228,000

216,000

4,000 5,000 ㎡以下 285,000 178,000 216,000 228,000

3,000 4,000 ㎡以下 270,000 165,000 203,000

106,000

2,000 3,000 ㎡以下 240,000 152,000 178,000 191,000

1,000 2,000 ㎡以下 165,000 80,000 105,000

52,000 59,000 63,000

71,000

500 1,000 ㎡以下 116,000 61,000 78,000 82,000

300 500 ㎡以下 82,000 55,000 68,000

50 100 ㎡以下 53,000 40,000 42,000 44,000

そ
の
他

50 ㎡以下 41,000 31,000 33,000

100 200 ㎡以下 57,000 41,000 47,000 49,000

200 300 ㎡以下 67,000

300 ㎡超 500 ㎡以下 81,000 55,000 65,000 68,000

37,000

42,000

200 ㎡超 300 ㎡以下 68,000 51,000 57,000 60,000

51,000 55,000

戸
建
か
つ
木
造
3
階
に

限
る

50 ㎡以下 35,000 25,000 25,000

100 ㎡超 200 ㎡以下

28,000

50 ㎡超 100 ㎡以下 47,000 30,000 30,000 32,000

57,000 35,000 40,000

29,000

36,000 38,000

戸
建
か
つ
木

造
2
階
/
平

屋

200 ㎡超 300 ㎡以下 60,000 44,000 45,000

100 ㎡超 200 ㎡以下 48,000 32,000

49,000

300 ㎡超 500 ㎡以下 71,000 48,000

35,000 32,000 32,000 34,000

２
号

戸
建
か
つ
木
造
2

階
に
限
る

50 ㎡以下 31,000 25,000

3
号

100 ㎡超 200 ㎡以下

25,000 28,000

50 ㎡超 100 ㎡以下 42,000 30,000 27,000

29,000

50 ㎡超 100 ㎡以下 28,000 28,000 29,000 32,000

50 ㎡以下 24,000 22,000 24,000

別表１

区分 床面積の合計 確認申請 中間検査
完了検査

中間あり 中間なし
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2　建築設備基本手数料

※カッコ内は建築確認申請と併願する場合と建築物の完了検査と同時に完了検査を受ける場合の料金

※既存建築物にエレベーターを設置する場合で、構造計算が必要となる場合は構造審査料として

　￥30,000を加算

3　工作物基本手数料

4

4 10

10 20 ｍ以下

20

備考

① 計画変更については、対象床面積の1/2を対象とする

ただし、当社以外で確認を受けた建築物については、建築物全体の床面積を手数料の対象とする

② 用途変更については申請面積が対象となる。ただし、既存不適格建築物への既存遡及が生じる場合は

建築物全体を対象とする

③ 改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えについては、対象床面積の1/2が対象床面積となる

（当社で確認及び完了検査を受けた建築物に限る）

 また、当社以外で確認を受けた建築物については、建築物全体の床面積を手数料の対象とする

④ 増築については、申請面積を手数料の対象とする（当社で確認及び完了検査を受けた建築物に限る）

当社以外で確認を受けた建築物については、既存不適格建築物への遡及適用がある場合には既存分を含み、

建築物全体の床面積が手数料の対象となる

⑤ 仮使用認定を受けた建築物の完了検査手数料は、仮使用部分を除いた床面積を対象とする

ただし、建替の場合で既存建築物の除却等が検査の対象となる場合、完了検査の対象となる床面積に応じた

手数料の1/2を手数料の対象とする

当社確認以外の場合にあっては、建築物全体の床面積が手数料の対象となります

ｍ超 100,000 120,000

擁壁（1タイプ毎） 25,000 50,000

ｍ超 ｍ以下 30,000 70,000

ｍ超 50,000 100,000

30,000

小荷物専用昇降機

広告塔等 確認 完了検査

ｍ以下 25,000 50,000

28,000

(12,000) (12,000)
小荷物専用昇降機

上記以外

昇降機 40,000 40,000

型式部材等製造者認証
取得昇降機（ホームエ
レベータなど） 30,000

建築設備 確認 完了検査

当社確認の建
築物に設置す
るもの

昇降機 30,000 36,000

型式部材等製造者認証
取得昇降機（ホームエ
レベータなど） 20,000
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②各種加算（減額）手数料

　※RC、S造ついては、別途見積とする。

※　▲は減額

　※斜線規制（道路・北側・隣地）ごとに上記手数料を加算

※　▲は減額

・消防長等の同意を要する事務手数料 ￥2,000加算

・消防長等の同意に係る訂正で消防署へ当社職員が同行する場合は￥ 5,000加算

・消防長等の同意を要する図書の発送、集荷は原則　宅配（信書便）のみとなりますが

　やむを得ず持込、引取りを当社職員が行う場合は1回につき ￥20,000加算

電子申請による確認申請において、消防長等の同意を求める場合に当社が図書作成（紙印刷）をする場合、

別途下記手数料を加算

ただし、申請者が事前の申し出により消防長等の同意に必要な確認申請図書を準備する場合は除く

　※消防長等の同意を要する事務手数料（￥2,000）については別途必要

　※送付部数については、特定行政庁により異なる

・電子申請において、済証等の紙交付をご希望される場合は￥5,000加算

　※省エネ法に基づく軽微な変更説明書を含む（ただし、当社にて変更申請ルートCを取得の場合を除く）

2　部 3　部

一戸建ての住宅 3,000 6,000 9,000

それ以外 5,000 10,000 15,000

1　部

軽微な変更説明書審査料

その他 5,000

一戸建ての住宅
（兼用住宅を含む）

3,000

天空率適用

一戸建ての住宅
（兼用住宅を含む）

5,000

その他 10,000

申プロデータ・電子（WEB）申請 ▲ 2,000

建築物省エネ法仕様規定

一戸建ての住宅 10,000

長屋・共同住宅
寄宿舎・寮

20,000+（住戸数×3,000）
　　　　　　※寄宿舎・寮は住室

構造仕様規定 ▲ 2,000
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　※共同住宅を含む複合用途の場合は延べ面積の2/3以上が住宅の場合、上記共同住宅の戸数で加算

検査

・遠隔地として当社が定める地域には、検査ごとに別表3に定める遠隔地検査料を加算する

・完了検査時に「追加説明書」を必要とする場合にあっては、計画変更申請手数料を準用する

・当社で検査を行ったもので、再検査の対象となった場合においては、当初検査手数料の1/2を

　手数料の対象とする

③特別審査料

【避難安全検証法】

・避難安全検証法を使用した建築物は下表の手数料を加算

㎡超

㎡超

㎡超

㎡超

㎡超

㎡超

【バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例】

・バリアフリー法及び大阪府及び兵庫県福祉のまちづくり条例の適用を受ける建築物は

　下表の手数料を加算

㎡以下

㎡以下

 

床面積の合計 手数料

500 15,000

500 ㎡超 2,000 25,000

2,000 ㎡超

2,000 5,000 ㎡以下 110,000 135,000 155,000

5,000 10,000 ㎡以下

対象床面積の合計 区画避難 階避難 全館避難

2,000 ㎡以下 90,000 110,000 130,000

35,000

200,000 別途協議 別途協議 別途協議

40%

145,000 165,000 185,000

100,000 200,000 ㎡以下 210,000 230,000 250,000

200,000

50,000 100,000 ㎡以下 185,000 210,000 230,000

10,000 50,000 ㎡以下 165,000 180,000

51戸以上

21～50戸 20% 30%

30%

建築物省エネ法の完了検査料
（仕様規定等含む）

一戸建ての住宅
（兼用住宅を含む）

長屋
共同住宅
寄宿舎・寮

用途
省エネ適合判定

当社
省エネ適合判定

当社以外

10% 20%

1～20戸 10% 20%

　その他 30% 40%
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【構造関係】

・構造計算適合性判定を受ける建築物 又は許容応力度等計算（ルート2計算）の審査を受ける建築物

　は下表の手数料を加算

※構造計算適合性判定対象床面積の合計規模（複数棟の場合、構造上の棟単位）

※ルート2基準審査対象床面積の規模（複数棟の場合は、構造上の棟単位）

※超高層建築物その他については、規模に関わらず￥40,000/棟とする（計画変更の場合も同様）

※超高層建築物に工作物を設ける場合、￥40,000/件を工作物申請手数料に加算

※令第46条第1項以外の木造建築物：￥30,000を加算

　混構造、手計算、その他特殊工法：￥50,000を加算

　ルート1計算において、EXP.J等で接続し構造別棟、又は独立した別棟となる場合：￥15,000/棟を加算

・特定天井、落下防止措置の審査を要するものは下表の手数料を加算

㎡以下

㎡以下

・限界耐力計算法、エネルギー法、告示免震法、性能評価検証法（耐火・避難安全）

　の審査を要するものは下表の手数料を加算

120,000 240,000

床面積の合計
限界耐力計算法、エネルギー法、告
示免震法、性能評価検証法（耐火・

避難安全）

200 ㎡超 500 ㎡以下

500 ㎡超 1,000 ㎡以下 40,000 100,000

1,000 ㎡超

床面積の合計
特定天井

落下防止措置

5,000

10,000

㎡超 別途協議 別途協議

㎡超 50,000 ㎡以下 100,000 220,00020,000

50,000

㎡超 20,000 ㎡以下 90,000 200,000

1,000 ㎡超

50,000

200 ㎡超 500 50,000 100,000

500 ㎡超 1,000

500 ㎡超 1,000 ㎡以下 80,000

120,000

(株)近確機構　2026.06.01

80,000 160,000

1,000 ㎡超

㎡超 10,000 ㎡以下 80,000 180,000

2,000

㎡以下 50,000 120,000

㎡超 5,000 ㎡以下 65,000 150,000

2,000

床面積の合計
構造適判
調整手数料

許容応力度等計算
（ルート2計算）

200 ㎡以下 20,000 50,000

200 ㎡超 500 ㎡以下 30,000 70,000
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